
３．＜しょうゆ＞―――しょうゆの日付表示に関するガイドライン（抜粋） 
          詳細情報のための問合せ先：日本醤油協会 

（または「しょうゆ情報センター」） 
 
 期限の設定については製造者が科学的、合理的な根拠に基づき行うものであ

るが、その目安とするため日本醤油協会でしょうゆの賞味期限測定委員会を設

置して理化学試験、官能検査を実施し、標準を設定した。その考え方は次のと

おりである。 
（１）しょうゆの特性 

しょうゆは、基本として大豆、小麦等を主原料としこれに塩水を加えて

発酵、熟成された清澄な液体調味料である。しょうゆは本来、高濃度の

塩分を含むものであるため、常温流通でも十分保存できる食品である。 
（２）品質の変化とその要因 

賞味期限内では品質特性のうち食塩、全窒素分、可溶性固形分等は変化

しないが、製造後の品質は、温度の変化により、色、味、香りが経時的

に劣化する。これらの変化の早さは、色が最も早く、品質が劣化すると

色が濃くなり、標準色度計のランクが下がることになる。また色の変化

と味、香りの変化とは相関性がある。従って、しょうゆの品質劣化の程

度は色度に顕著に現れる。 
（３）期限設定のための検査方法 

しょうゆの保存中における色の変化の度合の要因として容器の材質があ

ることから、容器の種類ごとに賞味期限の基準を作成することとする。

賞味期限設定のための保存試験において、色度が醤油標準色度計で、こ

いくちしょうゆ：７ランク、うすくちしょうゆ：１３ランク、しろしょ

うゆ：８ランク、それぞれ下がる時点をその目安とし、保存試験の官能

評価（３点採点法）において、２点を賞味期限限界とする。    
１点―――新鮮さを失っていないもの 

         ２点―――やや新鮮さを失っているもの 
         ３点―――新鮮さがまったく無いもの      

（４）賞味期限の設定 
   上記の考え方を踏まえ、摂取可能な期限より更に十分な安全率を考えた

標準的な期間を下表のとおりとした。 



 

賞味期限までの期間 包装形態 
こいくちしょうゆ うすくちしょうゆ しろしょうゆ 

プラスチィック 
ボトル 

１８ヶ月 １２ヶ月 ― 

ガラスびん ２４ヶ月 １８ヶ月 ８ヶ月 
缶 ２４ヶ月 １８ヶ月 ８ヶ月 

注１．保存方法：表示された期限は表示方法に従って保存されることが前提で

あるので品質に影響を与える条件は必ず記載し、一括表示の枠内に表示

することを原則とし、枠外に表示する場合は記載場所を明記して賞味期

限と近接して記載すること。 
文例：（１）直射日光を避け常温で保存すること。（２）直射日光を避

けて保存すること。（３）（１）、（２）の短縮形 
注２．たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆはこいくちしょうゆに準ずる。 
注３．実際の賞味期限は、使用原材料、製造方法又は容器包装等の特性に応じ

て製造業者等が適正に定める。特に缶、小袋詰め等の特殊容器について

は充分配慮すること。 
 
また、個々の食品については、食品容器または包装に記載されている製造者

（販売者）の連絡先にお問合せください。 


